
【商品概要説明書】

１．商 品 名 ・自由金利型定期預金　

　 （愛　称） 愛称： 大口定期

２．販売対象 ・法人および個人

３．期　　間

 

　・自動継続の

　　取扱い

　　下記のとおり預入期間に応じて限度があります。

　　・１か月 ＝ ９５回      ・１年 ＝ ９回　 　・４年 ＝ ２回

　　・３か月 ＝ ３９回      ・２年 ＝ ４回　 　・５年 ＝ １回

４．預入方法

　(1) 預入方法

　(2) 預入金額

　(3) 預入単位 ・１円単位

５．払戻方法

６．利　　息

　(1) 適用金利

　(2) 利払頻度

　(3) 計算方法

　(4) 税　　金

　は元利継続）の取扱いができます。ただし、継続の回数については、　

　　・６か月 ＝ １９回      ・３年 ＝ ３回　 　

　　　　　　　　　　　　　　 大  口  定  期             　
（平成２１年１１月２日現在適用中）

・この預金には、払戻に関する期間の定め（満期日）があります。

 ① 定型方式

・当行の口座開設店窓口で預入ができます。

・預入金額が１,０００万円以上のため、マル優(非課税)の対象外です。

・当行の口座開設店窓口で、満期日以後に元金と利息を払い戻します。

　７０％、小数点以下第４位以下切捨）によって計算します。

　期日以後に分割して支払います。

　合課税（非課税法人の場合は非課税）となります。

　　預入日から次の定型期間が経過した日を満期日として指定できます。

　　　･･･１カ月超５年未満

・１，０００万円以上

 ③ 定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続（元金継続また

（注）中間払利息は、元金・元利継続とも指定口座への入金となります。

 ② 満期日指定方式

　　預入日から次の期間内において、任意の日を満期日に指定できます。

　　　･･･１カ月、３カ月、６カ月、１年、２年、３年、４年、５年

・預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します（固定金利）。また、

・付利単位を１円として、１年を３６５日とする日割計算とします。

・個人は分離課税（国税１５％、地方税５％、合計２０％）、法人は総

　自動継続時には、店頭に表示するこの定期預金の利率を適用します。

・預入期間２年未満のものは満期日以後に一括して支払います。　

　の応答日までの間に到来する預入日の１年毎の応答日）以後および満

預入期間２年以上のものは、中間利払日（預入日から満期日の１年前　　

　なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日か　

　らその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率（約定利率×



７．手 数 料

８．付加できる特約

　　事項

 （貸越利率は担保定期預金の約定利率に年０.５０％を上乗せした利率）

９．預金保険の適用

10. 元本欠損リスク

　　と要因

11. 権利行使上の制限

　・中途解約の制限　

12. 想定されるリスク

13.中途解約時の ・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第４位以下

　　取扱い 　切捨）により計算した利息とともに払い戻します。

14．その他参考となる

　　 事項 　　により計算します。

・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率

　 ることがあります。その場合には、中途解約利息以上に支払われた

 〔注意〕

　 中途解約の際に、中途解約以上に、既に中間払利息が支払われてい

　 金額を定期預金元金から清算させていただきます。

　

　　　 している満期日まで新たに預入するとした場合に適用される標

　　  Ｂ．約定利率－
（基準利率－約定利率）×（約定期間－預入期間）

　　　　　　　　　　　　　 預入期間

　　　 間預入するとした場合に適用される標準的な利率）を基準とし

　　 ※基準利率とは、解約日に解約する元金を通帳または証書に記載

　の担保とすることができます。

・個人の場合、自動継続扱いで預入期間３カ月以上のものは、総合口座

 (1) 預入日の１ヵ月後の応答日の前日までに解約する場合

・適用されます。(保護対象預金の合算で、１人当り元本１，０００万円　

　適用します。

・やむを得ず満期日前に解約する場合は、下表１３．の中途解約利率を

大口定期　　№２

 (2) 預入日の１ヵ月後の応答日以降に解約する場合　

　　 次の(2)の方式による利率（小数点以下４位以下切捨）と解約日の

　 　普通預金利率のうち、いずれか低い利率

       て、所定の方法により決定される利率をいいます。

　　 次のＡ．およびＢ．の算式により計算した利率のうち、いずれか

　　 低い利率。ただし、Ｂ．の算式により計算した利率が０％を下回

　　　 準的な利率（満期日までの期間が１ヵ月未満の場合は、１ヵ月

　　 るときは、０％を下限とします。

　　　Ａ．約定利率－約定利率×３０％

　までとその利息等が保護されます。）


